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（審議経過） 

○交通対策課長 それでは、定刻になりま

したので、ただいまから足立区総合交通計

画改定協議会第４回事業者部会を開催させ

ていただきます。 

 私、事務局を務めさせていただきます交

通対策課長の須藤と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 本日は、大変お暑い中、ご多忙の中ご参

加いただきまして、まことにありがとうご

ざいます。本日は、前回に引き続き、事業

者部会単独での開催となります。事業者の

皆様からは、事業者としての立場での忌憚

のないご意見を伺えればと考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

 前回の会議から、区の政策経営部長の異

動がございまして、それに伴い幹事の変更

がございます。大変恐縮ではございますけ

れども、本日は他の業務で欠席となってお

ります。最新の名簿をお配りしております

ので、ご確認ください。よろしくお願いい

たします。 

 続きまして、本日の資料についてご確認

させていただきます。次第と資料等につき

ましては、あらかじめ発送させていただい

ております。お送りした資料とは別に、前

回部会等で出たご意見の対応ということで、

お席に「席上配布資料」ということで、Ａ

４で折り込みになっておりますけれども、

配布させていただいております。そちらも

あわせて、本日の資料について、ご確認を

させていただきます。 

 事前にお配りした資料としましては、資

料１で「計画改定スケジュールについて」、

ページを付番していますので、１ページで

す。資料２が「多様な交通手段の活用につ

いて」ということで、２ページから６ペー

ジまでになっています。資料３が「超高齢

社会に対応した交通サービスについて」と

いうもので、７ページ。資料４が「改定計

画の基本方針・目標（素案）について」、

８ページです。参考資料ということで、別

綴じになっていますけれども、「多様な交

通手段の活用について」、「超高齢社会に

対応した交通サービスについて」というこ

とで、６ページまでの資料を事前にお配り

しております。本日、席上配布した資料に

つきましては、「アンケートの配布状況に

ついて」以降、７ページから１４ページま

で付番したものがございますので、ご確認

をお願いいたします。もし資料に過不足等

ございましたら、会議の途中でも構いませ

んので、事務局までお申し付けください。

よろしくお願いいたします。 

 本協議会は、条例において公開を原則と

しております。会議録及び出席者につきま

しては、区のホームページで公開させてい

ただきますので、あらかじめご了承願いま

す。また、会議風景を事務局にて写真撮影

させていただきますので、これについても

ご承知おき願います。 

 本日は、お手元にございます次第に沿っ

て会議を進めさせていただきます。 

 まず初めに、事業者部会の会長でありま

す岡村部会長より開会のご挨拶をいただき

たいと存じます。 

 岡村部会長、よろしくお願いいたします。 

○岡村部会長 皆様、本日もよろしくお願

いいたします。 

第４回になってきましたので、大分資料

も出てきたということでございます。ご討

議をよろしくお願いいたします。 

○交通対策課長 岡村部会長、ありがとう

ございました。 

 これ以降は岡村部会長に司会をお願いし

たいと思います。岡村部会長、よろしくお

願いいたします。 

○岡村部会長 それでは、次第に従いまし

て順にお願いしたいところですが、２、３、

４を一括でご説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、次第２の「計画改定

スケジュール」について、事務局の小松か

らご説明させていただきます。着席してご

説明させていただきます。 
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「資料１」と記載されたＡ４縦紙の資料

をご覧ください。資料のページ番号は１ペ

ージであります。 

 こちらの資料でございますが、計画改定

のスケジュールをお示ししておりまして、

本日の部会では、グレーの色をつけており

ます①の「多様な交通手段の活用について」、

②の「超高齢社会に対応した交通サービス

について」、③の「改定計画の基本方針・

目標（素案）について」、以上３つの項目

について、本日ご審議をいただきたいと考

えております。 

資料１の説明については以上となります。 

次に、次第３の「多様な交通手段の活用

について」、資料をご説明させていただき

ます。 

「資料２」と記載されたＡ３横の資料に

なります。ページ番号は２ページになりま

す。 

こちらの資料でございますが、多様な交

通手段の活用を考える上での対象とする地

区の選定について、資料を整理いたしまし

た。前回の部会では、地区ごとに不便度と

対策方法の分類をお示しさせていただきま

したが、その中では不便度をＡ、Ｂ、Ｃ、

Ｄに分類しまして、そのうちＡとＢについ

ては、不便度が高い地域として整理をさせ

ていただきました。不便度の高いＡ、Ｂ地

区については、バスの需要が相対的に高い

地区は対策方法分類Ⅰとして、バスを検討

する地区として整理したところです。 

一方で、バスの需要が比較的低い地区に

つきましては、バス以外の方法を検討する

地区として、対策方法分類Ⅱとして整理い

たしました。 

左下の地図をご覧ください。前回の部会

でもお示ししました不便度の分類図を掲載

しておりますが、赤い点線で囲んだ地区が

不便度Ａ、Ｂに分類された地区になります。 

次に右下、対策方法の分類図でございま

すけれども、赤で網かけをしている地区が

対策方法分類Ⅱの地区になります。バス以

外の多様な交通を考える地区としては、こ

の分類Ⅱの地区を対象として検討していき

たいというふうに考えております。 

２ページの説明は以上となります。 

続きまして、３ページの資料をご覧くだ

さい。３ページもＡ３横の資料になります。 

こちらの資料ございますが、バス以外の

多様な交通手段として、どのようなものを

想定して選定していくかということについ

て整理をしております。 

上の段の赤線で囲んだ部分でございます

が、バス以外の交通手段として、大きく公

共交通関連と自転車関連といった区分が考

えられます。 

まず（１）の公共交通関連でございます

が、先ほどご覧いただいた分類Ⅱの地区は

不便度が高い地区となっているものの、バ

スの需要が区の平均と比べて低くなってい

るというような地区でございますので、バ

ス以外の交通手段としては、例えば乗合い

タクシーであったり、デマンド型の交通な

どの検討が考えられるかと思います。 

次に、右側の図をご覧ください。こちら

は国土交通省の資料からの引用となります

が、利用者の特性と輸送密度から交通手段

を整理したものでございまして、右上に行

くに従いまして、多くの人を輸送できる交

通手段となっております。 

この図を見ますと、路線バスやコミュニ

ティバスは、右上にある鉄道に次ぐ輸送手

段となっており、ある程度の輸送需要が見

込まれる場合に用いられる手段として位置

づけがされております。バスに見合う程度

の需要が見込めないような場合には、より

小規模な輸送を担う乗合いタクシーなどの

手段が用いられるようなイメージとなりま

す。 

次に、（２）の自転車関連でございます

が、足立区は都内と比較しても平たんな地

形が広がっておりまして、自転車利用の観

点から見ましても、大きな強みがあるとい

うふうに考えております。全国的な流れと
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いたしましては、昨年、平成２９年５月に

自転車活用推進法が施行されておりまして、

自転車利用の効果として環境に優しい側面

であったり、健康面での効果に加えて災害

時の機動性など、多くの効果が期待されて

いるところでございます。 

資料の一番下には、ご参考として、先般、

区のほうで実施いたしました区民アンケー

トの結果を記載しております。買い物、通

院、通勤・通学の交通手段別の利用状況を

聞いておりますが、緑色に着色したところ

が自転車の利用割合を示しておりまして、

自転車の利用割合が１番ないしは２番目に

多くなっている状況でございました。 

以上のことからも、多様な交通手段の検

討では、自転車の活用も含めまして検討を

進めていく必要があると考えております。 

３ページの説明は以上となります。 

続きまして、４ページの資料をご覧くだ

さい。４ページもＡ３横の資料になります。 

こちらの資料は、多様な交通手段の事例

として、デマンド型交通と乗合いタクシー

の事例をご紹介しております。 

まず、資料左側の①のデマンド型交通の

事例ですけれども、こちらは千葉県の柏市

で実際に運行されているカシワニクルとい

う交通手段でございます。一番下に写真を

載せていますけれども、通常のセダン型の

タクシー車両を用いておりまして、特徴と

しては、事前に乗車場所、降車場所であっ

たり時間を予約して運行区域内を移動する

システムになっております。 

この運行区域としましては、一番下にカ

ラーの図を載せておりますけれども、以前

はコミュニティバスが運行していた区域と

いうことでして、コミュニティバスの廃止

に伴いまして、その代替として柏市が新た

に導入した交通手段となります。 

なお、利用料金でございますけれども、

同一区域内は３００円、区域間を移動する

場合は５００円といった料金設定になって

おります。 

次に、右側の②の乗合いタクシーの事例

でございますが、こちらは葛飾区で運行さ

れている、さくらという交通手段となりま

す。こちらも一番下に写真を載せておりま

すが、ワンボックス型のワゴン車を用いて

おりまして、綾瀬駅―小菅駅を結びまして、

東京拘置所を反時計回りで回る循環ルート

となっております。特徴としましては、決

められた経路を、決められた運行ダイヤで

走行する仕組みになっております。こちら

の乗合いタクシーさくらも、以前は路線バ

スを運行していた区域を対象としておりま

して、バス路線の廃止に伴い、交通を確保

するという目的から導入された交通手段と

なっております。 

料金ですけれども、大人は一律で２００

円となっておりまして、記載はございませ

んが、子ども料金は１００円で設定されて

おります。 

４ページの説明は以上となります。 

続きまして、５ページをご覧ください。

５ページもＡ３横の資料になります。 

こちらの資料も、先ほどの事例紹介の引

き続きとなっておりまして、まず資料の左

側ですけれども、③の乗合いタクシーの事

例でございますが、左側は群馬県前橋市で

運行されているマイタクという交通手段に

なります。乗り方としては、通常のタクシ

ーと同様でございまして、相乗りをするこ

とを条件として、１人当たり最大で１回５

００円を行政が助成するという形をとって

いるようです。利用対象者は市内に住んで

いる方を対象としておりまして、６５歳以

上で運転免許のない方であったり、身体障

害者の方であったり、運転免許証を自主返

納された方々、あとは７５歳以上であれば

誰でも登録をすれば利用が可能というシス

テムをとっております。 

特徴としましては、運行エリアは市内全

域を対象としておりまして、乗車もしくは

降車地が前橋市の市内であれば、助成の対

象となるという仕組みでございます。 
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次に、資料の右側でございますが、国土

交通省で行われました実証実験の取り組み

事例でございます。こちらは今年の１月か

ら３月にかけて実際に実証実験が行われて

おりまして、利用者は携帯電話のアプリを

用いて配車を予約し、同じ方向に向かうお

客様同士を結びつけるといったシステムと

なっております。国土交通省では、現在こ

の実験結果を検証しておりまして、今後の

制度化を検討している状況だと聞いており

ます。 

最後になりますが、右下でございます。

東京都港区の乗合いタクシーの実証実験の

事例について、若干記載をしてございます。

こちらは本年６月から８月末までの期間で

実証実験中ということでございまして、地

形的に高低差のある白金・白金台地区を対

象として、お住いになっている特に高齢者

の方々の交通の足として、新たに港区で検

討している事例になりまして、こういった

ことが今行われているような形になってい

ます。 

５ページの説明は以上になります。 

続きまして、６ページの資料をご覧くだ

さい。６ページの資料もＡ３横の資料にな

ります。 

こちらの資料でございますが、前のペー

ジまでは、バス以外の交通手段を検討する

地区に対して、多様な交通手段の活用とい

うことで、事例を含めご説明をさせていた

だきました。こちらの資料では、地域の交

通不便を解消するために、その地域にふさ

わしいバス以外の交通手段を選定し、実現

に向けて進めていくための検討の流れ、ス

キーム（案）について、ご説明させていた

だきます。 

資料の左側をご覧ください。地域ニーズ、

実情に合った交通手段を検討していくため

には、地域の中で組織を立ち上げ、必要な

交通手段を関係者が協力して考えていくよ

うなスキームが有効ではないかというふう

に考えております。 

具体的な流れでございますが、まず①の

地域が組織を立ち上げます。そして②の実

態調査、③の地域が抱える課題の把握・検

討を行っていきます。そして④の移動手段

を確保するための方策を検討し、その地域

にふさわしい交通手段が何なのかというこ

とを考えていきます。そして⑤の運行計画

を検討した上で、⑥の実証実験を行いまし

て、⑦の評価・必要に応じて見直しを行っ

た後に、⑧の一定の基準を満たしたものに

ついては、本格的な運行に結びつけていく

といったことが、大まかな流れになるかと

考えております。 

ここで、地域を立ち上げる組織体の構成

についてでございますが、赤い枠のところ

の地域と青い枠の交通事業者、緑の枠は行

政といったものが考えられます。特に赤い

枠の地域の中には、区民を初めとして企業

や病院、大学、ＮＰＯ法人など、多くの関

連団体の参画をいただきながら検討を進め

ていくことで、その地域にふさわしい交通

手段を検討する基盤がつくれるものと考え

ております。 

地域の視点と交通事業者、それぞれの視

点から、地域にふさわしい交通手段やその

運行計画について、意見を交換しながら検

討を重ねていきまして、また行政の役割と

しましても、運行計画検討のサポートを初

めとして、利用促進策の検討であったり、

支援のあり方の検討を行っていくことが、

行政としても必要ではないかというふうに

考えております。 

こうしたスキームの中で検討を行ってい

くことによりまして、地域にふさわしい新

たな交通手段の実現、実効性を高めていく

ことができるのではないかというふうに考

えております。 

６ページの説明は以上になります。 

○事務局 それては引き続き、次第４「超

高齢社会に対応した交通サービス」につい

て、事務局の古賀から説明させていただき

ます。座って説明させていただきます。 
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資料３、７ページをご覧ください。高齢

者等の交通手段としましては、前段の多様

な交通手段でご説明した交通手段の導入検

討も大きな対策となると思っておりますが、

ここではそのほかの求められる交通サービ

スを説明させていただきます。 

まず、左上の灰色の網かけ部分になりま

すが、足立区の高齢者や障がい者、子ども・

子育て計画において、実施すると示されて

いる交通に関する事業を整理しました。事

業としては、公共交通機関のバリアフリー

化や移動しやすい歩道の整備を進めること

などが位置づけられています。 

また、資料の右側になりますが、アンケ

ート調査で交通のさらなる利便性向上のた

め求める目標や施策を高齢者、身体的移動

困難者、子育て世帯ごとに右側のグラフで

示しております。赤線で囲まれた部分が、

高齢者等の計画で示された事業と重なる部

分になっております。アンケート結果から

も、他計画で示す事業は高齢者などにとっ

て必要な交通施策と考えられますので、改

定計画でも事業として位置づけが必要と考

えられます。 

また、高齢者等の求める交通施策の中に、

赤枠で囲む自転車関連が多く求められてい

る傾向があります。自転車が安全に走行で

きる道路の整備や自転車の走行マナー向上

など、自転車施策についても当計画に位置

づける必要があると考えられます。 

最後に、参考になりますが、左下の部分

をご覧ください。こちらは６５歳以上の一

般高齢者の買い物に関するアンケート調査

結果を記載しております。買い物に行く移

動手段としましては、徒歩が半数以上とな

っております。不便を感じる内容としまし

ては、「バス等の交通手段がない」という

回答は、赤枠で示すとおり３．５％で少な

くなっており、交通手段以外の不便解消が

多く求められている状況です。 

次第４の説明については以上です。 

続きまして、本日席上に配布させていた

だきました資料について、ご説明させてい

ただきます。 

「席上配布資料」と書かれました「第３

回事業者部会、利用者部会の意見等に対す

る資料について」をご覧ください。前回、

部会でいただいた意見３つについて、現時

点で整理できた資料をお配りさせていただ

きました。 

初めに、「アンケート結果が少ない地区

がある」というご意見についてになります。

次のページの参考資料７ページをご覧くだ

さい。 

アンケート配布先を丸で図示しておりま

す。その中で、回答のあり・なしを色分け

しております。ピンク色が回答あり、緑色

が回答なしになっております。 

配布の考え方としましては、各地区を相

対的に比較できるよう、各町丁目の人口比

率や空白地域、居住者を考慮して配布して

おります。 

図を見ますと、まとまって回答がある地

域もあれば、回答がない固まりの中に１つ

だけ回答があったりと、回答のあり・なし

がさまざまという形になっております。現

時点では、回答のあった意見を適切に捉え

ていくことが大事かと考えております。 

次に、参考資料の８ページをご覧くださ

い。 

不便度の高い地区などの居住者が、どこ

に移動しているか分析が必要というご意見

につきまして、３０の地区別、買い物など

の目的別に、どの方面へ移動しているかを

あらわした資料を作成しました。 

まず、図の見方になりますが、青丸が居

住地域内の移動で、買い物などの目的を完

結させている移動者数をあらわしておりま

す。円の大きさが移動者数の大小をあらわ

している状況です。 

また、黒い矢印につきましては、居住地

域外への移動をあらわしており、線の太さ

によって移動者数の大小をあらわしており

ます。 
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初めに、買い物に関する移動ですが、葛

飾区など区外への移動も見られますが、青

丸が各地域ごとに点在するとおり、居住地

域内での買い物が多くなっているという状

況です。 

地域外に出て買い物をする人の移動先と

しましては、黒い矢印が多く集まっている

西新井駅がある２－５の地区や北千住駅西

口の１－５の地区が多くなっております。 

主な買い物先としましては、２－５の地

区ではアリオや東武ストア、１－５の地区

では丸井やルミネが主要な買い物先になっ

ております。 

次に、参考資料の９ページをご覧くださ

い。通院に関する移動実態です。青丸で示

す居住地内での移動や、黒矢印で示す地区

外からの移動先は、大きな医療施設がある

２－５や３－３が多くなっているという状

況です。区外への移動についても多く見ら

れ、大規模医療施設がある区への移動が見

られるという状況になっております。 

次に、参考資料の１０ページをご覧くだ

さい。通勤・通学に関する移動実態です。

区外への移動が多くなっております。都心

方面が多く、中でも千代田区が多いという

状況でした。青丸で示す居住地内での移動

や、黒矢印で示す地区外からの移動先は西

新井駅周辺の２－５の地区、綾瀬駅周辺の

３－２、３－３地区が多い状況です。 

目的別の移動実態は以上になります。 

今回は移動元と移動先を単純に図示しま

したが、今後は交通手段別の移動実態の分

析や地区別の移動実態の特徴など、把握が

必要になってくると考えております。 

次に、参考資料の１１ページ、Ａ４縦の

資料をご覧ください。バス事業者の厳しい

状況を可能な範囲把握することが必要とい

うご意見について、はるかぜの利用状況等

の推移を整理いたしました。 

足立区では、はるかぜ運行事業者と覚書

を平成１７年度に結び、毎月の総利用者数

とシルバーパス利用者数の報告を受けてお

ります。このデータをもとに、利用者の推

移と運賃収入の推移を事務局で独自に作成

いたしました。１１ページで次ページ以降

のグラフの説明をまとめておりますが、参

考資料１２ページでグラフのご説明をさせ

ていただきます。 

また、１４ページに、はるかぜの路線図

がありますので、そちらも参考に見ていた

だければと思います。 

まず、はるかぜ乗車人員の推移について

ご説明いたしますので、１２ページをご覧

ください。 

１２ページ左上のはるかぜ１号、西新

井・綾瀬線でご説明いたしますと、青で示

すグラフが１年度の総乗車人員になります。

そのうち赤色で示すグラフが、シルバーバ

スの乗車人数になります。緑色の折れ線グ

ラフは、乗車人員に対するシルバーパス乗

車人数の割合を示しております。 

この１号では、平成１８年度は、青いグ

ラフで示すとおり、６０万人以上乗車があ

ったのが、平成２９年度は約５０万人にな

り、総乗車人数が減少しております。 

これに対して、シルバーパスの利用者数

が、赤いグラフで示すとおり微増している

ため、平成１８年度当時、シルバーパスの

割合は約３０％に対し、平成２９年度の時

点では、約４０％近くがシルバーパス利用

者となっております。後ほどご説明させて

いただきますが、このことにより現金によ

る収入が減少しているという状況になって

います。 

なお、はるかぜ３号、資料右上の西新井・

舎人線に関しましては、グラフの種類が違

いますが、これは事業者さんからのご要望

があり、平成１８年度を１００としたとき

の増減率をお示しさせていただいておりま

す。 

また、はるかぜ２号については、事務局

の事業者さんへの資料提示の可否の確認依

頼が遅くなったため、現在社内で検討中で

あるということから、今回の資料には盛り
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込めませんでした。大変申し訳ありません

でした。 

ほかの路線を見ますと、総乗車数は減少

または横ばいとさまざまですが、緑色のシ

ルバーパスの利用割合が高くなっていると

いう傾向があります。 

次に、参考資料の１３ページをご覧くだ

さい。運賃収入の推移をグラフ化しており

ます。 

資料左上のはるかぜ１号でご説明させて

いただきますと、黒いグラフが運賃収入の

推移になっております。算出方法としまし

ては、総乗車数からシルバーパスの乗車数

を引いた乗車人員に、運賃２１０円を乗じ

ております。 

運賃については、定期利用や回数券、子

ども料金利用などがございますので、２１

０円より低い額になると想定されますが、

区では１人当たりの現金収入額が不明のた

め、一律２１０円としました。 

１号では、黒い棒グラフで示すとおり、

平成１８年度は約１億円あったのに対し、

平成２９年度は約７，０００万円となって

おります。 

また、グラフ上、青い棒グラフと赤い棒

グラフがありますが、これは平成１８年度

または運行開始年度と各年度を比較して、

プラスになっていれば青のグラフ、マイナ

スになっていれば赤のグラフで表記してお

ります。１号に関しては、平成１９年度は

若干のプラスですが、それ以降の年度では

毎年度マイナスという状況になっておりま

す。平成２９年度では、平成１８年度と比

較して約３，０００万円収入が減ったとい

う状況になっております。 

最後に、今回お示ししました１２、１３

ページの資料については、あくまでも足立

区での試算というものになります。 

当日配布資料の説明については以上にな

ります。 

○岡村部会長 ということで、議事４まで、

一通りご説明をいただきました。最後に参

考に出していただいた資料をまとめていた

だきまして、また、事業者の方もご協力い

ただきまして、どうもありがとうございま

した。お礼申し上げます。 

それでは、２、３、４を、特に順番を設

けませんので、ぜひご発言をいただければ

と思います。いかがでしょうか。 

○上田委員 京成バスでございます。お世

話になっております。 

 資料の２番、６ページのところで、若干

細かいところになろうかと思うのですけれ

ども、一番上のタイトルのところで、バス

交通、路線バスであったり、コミュニティ

バスはるかぜでは対応が困難な地域に関し

て、その前段では、鉄道があって、路線バ

ス、コミュニティバスがあり、そこで対応

し切れない部分については、より小さな交

通規模になるということで、乗合いタクシ

ーであったり、そういう方向にだんだんだ

んだんシフトしていくというような国交省

の指導に基づくご説明があったかと思うの

ですが、その中で地域の取り組みのところ

で、②～⑤のところで、バス停の位置、運

賃ということで、ここでまたバスという記

載が出てきてしまうところが、若干整合が

とれないのかなというふうに考えておりま

して、事務局としてバス交通で対応が困難

なところのバス停というのは、先ほどの乗

合いタクシーの乗車位置を指定する場所と

いう意味かと思うのですが、文言としてち

ょっとお考えいただくといいのかなという

ふうに思いました。それが１点でございま

す。 

 以前からこの会、利用者部会と合同でや

っていたときから意見等は出ていたところ

でありますけれども、この６ページの⑦評

価・見直し、実証運行等をした上でという

ことかと思いますけれども、採算性の部分

ですね。事業者部会ということなので、事

業者の立場として少し申し上げさせていた

だきますと、例えば今回ご説明いただいた

流れの中で、４ページの右側で葛飾区のほ
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うで乗合いタクシーさくらということで、

こちらは日立さんのほうでやられている運

行になりますが、実は弊社、京成バスでも

千葉県の船橋市でコミュニティバスの一部

として、こういったワゴン車を使いまして、

乗車人数がもう少し多くて、お客様は１１

人まで乗れるのでバスという位置づけでや

っておるのですけれども、車両がどんどん

小さくなっていきますと、採算性に実は相

反する部分が相当出てまいります。乗れる

人数に限りがありまして、通勤・通学を含

めて朝夕のラッシュ時間帯には乗り切れな

い方が出る一方で、乗車人数の上限は非常

に低くなるので、収支で見たときには、概

算の計算になりますけれども、５０％行く

か行かないかぐらいになってしまうという

のが実例として弊社でも持っております。 

こういった事例の中でも、いずれも補助

額あるいは委託費に関して、当然行政のほ

うも予算がある関係というのは承知してお

るのですけれども、上限額があるというふ

うになってまいりますと、どうしても事業

者としては、赤字のままでこれを維持でき

るのかと。これが公共交通という位置づけ

の中では、継続性、持続性というところを

どう見ていくのだという問題に、どうして

も紐づいていくかなというふうに考えてお

ります。事業者とすれば、補助金、助成金

をもらえれば、それでいいというわけでは

なくて、やはり行政、あるいは地域と共生

していくという考えの中においては、税金

を投入し続ける、行政として固定費を出し

続けるということも、余りいいことではな

いというふうに思っていますので、その辺

の採算性だったり、事業の継続性というと

ころをこの中にどう落とし込んでいくかと

いうのは、非常に大きな課題なのではない

かなと思っていますので、一応意見として

述べさせていただきました。以上です。 

○岡村部会長 ありがとうございます。事

務局から何かご発言やコメントがあれば。 

○交通対策課長 事務局からということな

のですけれども、非常に貴重なご意見だっ

たと今感じております。実態としていろい

ろな自治体にもヒアリングをかけていく中

で、どこの自治体も同じようなことで困っ

ているというか、いろいろ考えてはいるの

ですけれども、なかなか抜本的な対策を打

てないというところは感じています。本当

に持続性、継続性、そういったところが重

要視されてきますので、区民の皆様にちゃ

んと情報発信しながら、しっかりと理解し

てもらった上で、新たなスキームについて

は固めていければというふうに考えており

ます。 

それから、バス停位置、運賃等について、

冒頭でご意見のあった件については、まさ

しくそのとおりでございます。 

ただ実際には、今回、多様な交通手段と

いうことで、バス交通では対応が困難な地

域に対しては、こういったことをやろうと

いうことでご提案しましたけれども、もし

かすると、バス交通を入れたいところ、も

し入れられる可能性があるところでも、こ

ういったことで地域に入りながらやってい

ったほうがいいのではないだろうかという

議論も、実は事務局の中、先生方などとも

しているところです。最終的な枠組み、こ

ういったことの仕組みを、どの地区で、ど

の地域で当てはめていくのか、実践してい

くのかということについては、これからま

だ協議会は時間がございますので、その中

で議論させていただいて、皆様のご意見を

頂戴しながら決めていければというふうに

考えております。 

○岡村部会長 ありがとうございます。今

のご回答の中で言うと、この６ページで「バ

ス交通（路線バス・はるかぜ）」とわざわ

ざ書かれているというのは、恐らくですけ

れども、今までの取り組みとは違う形でや

らないと導入が難しいだろうと思われる地

域ぐらいに、かなり緩やかに読んでいくと

いう理解でいいわけでしょうね。 

とすると、ここで行うのが、いわゆるデ
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マンド型とは限らず、結果的にコミュニテ

ィバスのような形のものが入るとしても、

今ご発言があったように、地域の組織とい

うことも含めての資料という理解でよろし

いですか。なので、今日の時点では、かな

り緩やかなものというふうに解釈いただい

た上で、ぜひいろいろご意見をいただくと、

そういう回かなと思っています。 

ほかにいかがでしょうか。 

○佐久間委員 新日本観光の佐久間でござ

います。 

今の６ページの「多様な交通手段の活用

について（案）」の中で、地域が組織を立

ち上げるというのがまずありまして、そう

すると、そこは地域の人だけという考え方

でよろしいのでしょうか。バス交通のメン

バーは入らない。 

というのは、地域の方たちが検討して運

行計画を立てていくとなると、路線バス・

はるかぜというのを全く度外視して、自分

たちの都合でこういう計画がいいよねとな

ったときに、我々のコミュニティバスです

とか路線バスの運行にダブってしまったり

ですとか、無駄が出てしまうと、全くこれ

をやっていく意味がなくなってしまうので、

実態調査とかやっていく前段で、ある程度

はるかぜですとか路線バスに競合しないよ

うなエリアをしっかりつくってから、この

範囲で計画を立ててくださいというように

していかないと、路線が複雑になってしま

ったりとか、そういったことが考えられる

のかなと思います。利用者としては、自分

の家の近くから駅まで行ったほうがいいわ

けです。ただ、それですと採算が合わない

ので、そういうふうになっていないという

のが実態ですので、その辺をここの地域の

実態調査とか把握・検討の中に、既にこう

いうエリアの中で検討していただけないか

という枠組みを持ったほうが有効的ではな

いかなという意見です。 

○交通対策課長 貴重なご意見をありがと

うございます。「地域が組織を立ち上げ」

と書いておりますけれども、構成メンバー

としては、ここに３色で示しているとおり、

地域と事業者、行政、この三者が一体とな

って組織体を立ち上げられればというふう

に考えています。 

その前段として、今、委員からご意見が

ございましたように、どういったところを

地域として選定していくのか、そういった

ところも本当に重要な観点になりますので、

まずはそのあたりをちゃんと整理してから、

立ち上げに向けた準備をしていければと考

えております。 

○岡村部会長 ありがとうございます。 

○いいくら委員 議員のいいくらでござい

ます。 

 資料２の４ページなのですけれども、先

ほどもちょっとご意見があったのですが、

乗合いタクシーです。そもそも路線バスが

廃止された地域の中で、綾瀬から小菅とい

うことでご説明があったのですが、私も綾

瀬に住んでおりまして、大分昔からこれが

あった記憶があるのですが、規制緩和とい

う形になって、はるかぜというものができ

たと私は認識しているのです。このさくら

ですけれども、もっと言うと、私は西綾瀬

に住んでいたものですので、本当によく目

に触れて理解しているのです。路線バスが

廃止されて、いつからさくらというものが

現状として続いているのか。その辺のとこ

ろは事務局のほうでは理解しているのです

か。 

○岡村部会長 事務局か、それとも事業者

さんにお伺いするのがいいか。 

○西窪委員 日立自動車交通でございます。 

このさくらは平成９年から運行開始して

おりまして、済みません、私も今の会社に

入社する前の話ですので、９年というのは

把握しています。 

説明がありましたように、もともと路線

バスが走っていたエリア、この路線図で言

うと下の直線の赤線のあたり、これは一方

通行の都道なのですけれども、ここを路線
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バスが走っていたのですがなくなって、こ

のエリアの人が、交通が空白地域になって

不便になったということで、当初は乗合い

タクシーというタクシーの位置づけで平成

９年当初は運行開始しましたが、その後国

交省等からのご指導がありまして、平成２

０年か２１年のときに４条免許の路線バス

に免許上はかえておりますが、車は運行開

始当初からこの１０人乗りの車で、ほぼ今

と同じ規模で、ずっと運行は続けている状

況でございます。 

○いいくら委員 平成９年からということ

で、お伺いしたかったのは、乗合いタクシ

ーということで、今このような事業者部会

とか交通の形で話をして、はるかぜの展開

という中において、今後、空白地域をどう

しようかという、採算の問題もあるわけで

すから、しっかりやっていかなくちゃいけ

ないと思うのですけれども、バスの規制緩

和の中で、乗合いタクシーの前に廃止され

たときに、いわゆるコミュニティバスとい

うものを業者さんのほうでは、需要等々を

しっかり押さえた上での話なのだろうと思

うのですけれども、葛飾さんを踏まえた上

で、コミュニティバスの展開というのはな

かったのかどうか。その辺をお聞かせいた

だきたいと思うのですけれども。 

○岡村部会長 当時の葛飾区の検討状況を

ご存じの委員さんがいらしたら……お願い

します。 

○西窪委員 路線バスが廃止になったとき

に、先ほど言いましたが、この路線図の下

の赤線の直線の部分、これは非常に道路幅

員の狭いところでして、バスでは無理なの

ですね。走行が厳しいぐらい。ワンボック

スの車でも、乗降でとまりますと、後ろの

車が追い抜けないほど狭い道ですので、交

通管理者、いわゆる警察がバスでの許可を

出さないという状況だったということと、

平成９年の当時といいますと、コミュニテ

ィバスというものかまだ普及していなかっ

たころでして、少し出始めていた時期です

ので、どちらかといいますと、バス事業者

もコミュニティバスというものに対しての

参入を、なかなか実績がない中で、手探り

中で、手が出しにくかった状況があったと。

そんな中で、バス事業者がなかなか引き受

け手がなかったので、当時弊社はタクシー

のみを事業としてやっていたのですけれど

も、タクシー会社に何社かお願いして、最

終的に全部断られたらしいのですけれども、

そこで弊社に何とか助けてくれということ

で、当時何度か葛飾区の担当の方がいらっ

しゃって、当初余り弊社も積極的に話はし

ていなかったらしいのですけれども、どう

してもということで、じゃあ試しに１年間

やってみましょうかというのから始まって

今日に至っているという状況でしたので、

バスの可能性を模索していなかったわけで

はないらしいのですけれども、道路環境が

当時は悪くて、どうしてもバス化が困難で

あると。もともとあった路線を一旦やめて

しまいますと、また新たにもう一度認可と

いうことになりますが、当時は道路幅員と

いうことを前提にバスは無理だよというこ

とで、タクシーという方向で始まったとい

う経緯だと私は伺っております。 

○いいくら委員 あと２点ほど、済みませ

ん。 

コミュニティバスが、その当時は普及し

ていなかったということで、乗合いタクシ

ーになった。今のようなコミュニティバス

が普及していた場合でしたら、選択として

乗合いタクシーをとったのか、いわゆるは

るかぜ、コミュニティバスをとったのか、

事業者さんとしてはどちらのほうを選んだ

と思いますか。 

○西窪委員 先ほどありましたけれども、

やはり乗車人数が多いほうが事業者として

は収入が得られますので、なるべく乗車定

員の多い乗り物を選択すると思います。 

実はこのさくらは、数年前にバス化をし

ようという動きがありまして、乗り切れな

いという問題を今でも抱えておりまして、
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バス化の検討をした時期がありましたけれ

ども、結論から申し上げまして、交通管理

者である警視庁から「ノー」と言われまし

たので、バス化の転換はあえなく断念して

いる状況です。事業者としてはたくさん乗

れるほうがありがたいのですけれども、そ

ういった諸所の道路環境とかの事情で、や

むなくできなかったという状況です。 

○いいくら委員 最後に済みません。 

今お話がございましたように、何を聞き

たかったかというと、資料２の３ページの

バス以外の交通手段という中で、いわゆる

乗合いタクシー、デマンド型交通などとい

うことで足立区は模索していく中において、

葛飾さんのほうにおきましては、このよう

なさくらというものをやっていたという部

分において、その当時いろいろなご決断が

あり、乗合いタクシーのままという形の中

において、やはり足立区でもしっかりそこ

ら辺を考えていかなくちゃいけない中にお

いて、私なんかは現場を見ているので、す

ごく乗りやすい、利便性が高いというのは

地域でもお話を聞いているのですけれども、

やはり採算という部分で、資料で自治体支

出額が１，３００万余という形で出ている

中において、一度こういうものが開通する

と地域の皆様方も期待するだろうと思うし、

むやみにということはできない中において、

多様な交通手段の活用において、区として

もこの歴史をしっかりと認識した上で対応

して、今は両論併記という形になっている

のですけれども、ここら辺のところを見な

がら対応して、みんなで議論していったら

いいのかなと私自身は思いました。 

○岡村部会長 ありがとうございます。ほ

かはいかがでしょうか。 

○鈴木委員 区議会議員の鈴木でございま

す。 

まず、再確認で申し訳ないのですが、資

料２の２ページの不便度が高い地区のバス

需要が高いところがバスを検討する地区、

バス需要が低いところをバス以外の方法を

検討する地区ということなのですが、これ

については先ほど部会長さんもお話しされ

ていましたけれども、緩やかなということ

ですので、上のほうのバスを検討する地区

であっても、もしかしたらというか、バス

がなかなか通せないなと。そうしたら、そ

こには今のデマンド式とか、乗合いタクシ

ーの可能性もある。バス需要が低いのでバ

ス以外の方法を検討する地区だよと言って

いても、逆に今のはるかぜ型でもいいんじ

ゃないかという事業者がいたり、また地域

のほうの要望があって、赤字だけれども、

そのぐらいの赤字だったらというふうにな

って、もしかしたらコミュニティバスが走

る可能性もあると。そのような捉え方でよ

ろしいわけですよね。わかりました。 

その前提はわかったのですが、もう一つ

質問なのですが、今の乗合いタクシーの葛

飾区の事例、今いいくら委員さんもお話し

されていましたけれども、２８年度の運行

経費から運賃収入を除いた赤字額が補助金

として支払われているということで、ここ

では１，３７０万円程度。もしかしたら２

９年度は、もう少し赤字幅が増えていると

いうことで、補助金が上乗せになっている

のかもしれないのですけれども、素人で申

し訳ないのですが、例えばここはシルバー

パスも障害者割引制度とかも不適用だと。

なおかつスイカとかパスモ、バス共通カー

ドも不適用でされているという状況であり

ますよね。 

そういった中で、同じ日立さんで申し訳

ないのですが、前回配られた資料では、は

るかぜ１号は年間で１，０６３万円の赤字。

９号、１２号では９０９万円の赤字という

ことになると、もしかしたらさくらのほう

はもっと、１１人しか乗れないということ

から考えれば、まして今のシルバーバスだ

とか、そういったものがほとんど使えない

状態だということであれば、もっと大きな

赤字なのかなというふうに思ったのですが、

その辺の分析を具体的に教えていただけれ
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ば参考になると思うのですが、いかがでし

ょうか。 

○岡村部会長 可能であればお答えをいた

だきますし、可能でなければ私のほうで、

ほかの事例ということで、一般論ではご紹

介をします。 

○西窪委員 さくらに関しましては、これ

は公開されていますので問題ないと思いま

すけれども、補助が決まっていまして、「上

限あり」と書いてありますけれども、５０％

までという上限がございますので、実はこ

こ数年来、１，３７０万円あたりをずっと

行ったり来たりして、ほとんど変わらない

状況です。 

さくらの場合ですと、乗合いバスなので

すけれども、今、免許上は４条免許ですの

で。もともとが、先ほど話しましたが、乗

合いタクシーで始まっていますので、経費

を算出するときに、タクシー運賃で算出し

ております。タクシーの特別区の公定幅運

賃という運賃があるのですけれども、その

運賃×運行時間×台数に対して、運賃収入

を引いた５０％というので、ほぼ利用者も

横ばい状況ですので、そういった状況で１，

３７０万円ぐらいでずっと推移していると

いう状況です。我々としては、とんとんぐ

らいの事業ですので、大きな赤字ではない

状況ですので、ずっと続けていられるので

すけれども、今ちょっと問題があって、今

の車が平成１７年からずっと使っている車

ですので、この車両を更新するかバスにす

るかということで、先日バス化をちょっと

模索した時期があったのですけれども、ち

ょっと厳しいよという結論に至りました。 

実はバス化になれば、今ご質問のありま

したシルバーパスの関係ですとか、ＩＣカ

ードの関係が使えるようになるので、便利

になるのではないかというのもあったので

すけれども、路線的にバスは非常に厳しい

と。実際に小型のバスを走らせてみたので

すけれども、道路幅員的にもいっぱいいっ

ぱいですし、交通管理者からも「もうここ

は駄目だよ」とはっきり言われましたので、

現状は諦めましたけれども、本来ですとバ

ス化になれれば、そういった部分で利便性

が高まって、利用者も増える部分はあった

かもしれないのですけれども、今のところ

は補助が上限５０％以内という決まりでや

っていますが、大幅な赤字には至っていま

せんので続けている。そういった状況でご

ざいます。 

○鈴木委員 ありがとうございます。先ほ

ど京成さんもお話しされていましたけれど

も、収支が５０％程度ということで考えた

ときに、５０％の補助ということが一つの

ラインという感覚もよくわかるのですね。

そういった意味では、１，３７０万円とい

う赤字分が補填されれば、大きな赤字を生

まない状態だということはよくわかったの

ですが、もう一つは、さくらのほうは平日

で４１本、休日が３７本なのですが、足立

区のはるかぜ１号は平日で４１本、そして

休日で３８本なので、さくらよりも短い時

間帯しか走っていなくて、本数が１号より

多いということになると、１０人乗りか、

はるかぜは中型という話になるのですが、

利用者からすると本数が多いほうが、ちょ

っと待てば来るねという感覚で、そうする

と現金収入も増えていくと思うのですね。

そうった意味では、本数が多いか少ないか

というものが、バスの利用度が高まるかど

うかということに直結するのだなと思うの

ですが、一方で、例えば耳の痛い話で恐縮

なのですが、実は先週、今週、来週で、東

武セントラルさんのほうでバスが合計で１

１０本減便になる。プラス７本があります

から、トータルで１０３本の減便。２年半

ぐらい前からさかのぼっていくと、区内で

１８５本の減便になって、５０本が移動で

ということですけれども、トータルで１３

５本のマイナス。今、一生懸命こうやって

皆さん方にご協議いただいて、そこにバス

とかデマンドが投入されたとしても、それ

がまた半年、１年たって、やはり減便だね
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という話になってしまったときには、何だ

ったのだろうというところもあるのでね。

乗ってもらわないことにはしようがないの

はわかるのですけれども、どうやったら地

域の人が乗りやすくなるか。または、自分

たちもどうやったら乗れるのだろうかとい

うことを一緒に考えるというのが、先ほど

の地域の意見も聞いてくださいということ

でのスキームの中に入ってくると思うので

すね。そういった中では、ぜひ住民を巻き

込んでいっていただいて、今みたいに耳の

痛い話だけでなくて、地域のためにはどう

なのかということを考えていけるのではな

いかなというふうに思うのですね。 

同時に、もう一つの東武さんの関係です

けれども、私のほうで聞くところによりま

すと、関東運輸局より乗務員労働時間につ

いて文書警告を受けて、休息時間等を確保

するためと聞いているのですが、正直な話

をすると、例えば建築現場であっても、い

ろいろなところでもそういうことがあると

思うのですね。今日は鉄道会社さんの方も

いらっしゃっていますけれども、そういう

ことで減便になったという話は一切聞かな

くて行っているというところから見ると、

その辺バスさんは特殊事情があるのかなと

いうふうに素人は思ってしまうのですが、

その辺も含めてお聞きできればと思うので

すね。 

○上田委員 京成バスでございます。 

今のお話の流れなのですけれども、１つ

には、乗務員不足というのが非常に大きな

問題になってきています。これはバス業界

全体の問題でして、大型二種免許をそもそ

も保有している人が年々減ってきている。

保有人口が減っているのですが、その中で

持っている人の年齢層というのも非常に高

くなっていまして、保有人口のうちの約半

数が６５歳を超えている状況なのですね。

そういう意味でいきますと、正社員であっ

たり、あるいは正社員に準ずる形で、現役

としてバスの運転に従事できる資格を持っ

ている人が、大型二種免許保有者のうち半

分以下しか今はいないというところにあり

ます。 

それぞれバス会社は、運転手の確保とい

うのは非常に大きな経営課題になっていま

すので、例えば大型二種免許を取得する養

成のようなことをやったり、さらには高卒

や大学卒の新卒をバス運転手として採用し

てみたり、はたまた女性の活用というよう

なことをやってみたりというふうにやって

はいるのですが、いかんせん今は非常に厳

しい状況でして、なかなか採用もうまく進

んでいかない。 

こういう中で、減便ということなのです

けれども、一つの事例としますと、都市部

においても既に福岡のほうで、日本の最大

大手であります西日本鉄道、西鉄バスです

けれども、こちらのほうでは選択と集中と

いう観点でいくと、普通であれば、赤字の

路線を収支率が悪いので先に減らしていく

ということになろうかと思うのですが、そ

うではなくて、地方は維持しつつ都市部で

輸送が若干過剰だというような、１００円

でやっている循環バスであったりというと

ころを大幅に減便するということが起きて

おります。ですので、バスに乗らない、あ

るいは運転手がいない、さまざまな事情が

あって減便するのは地方だけの問題ではな

くて、どんどん都市部にもその問題は迫っ

てきているというのが現状であります。 

もう一つには、先ほど新日本観光の佐久

間社長もおっしゃっておられましたけれど

も、こういう新しい交通、あるいはバスの

ネットワークを広げていこうと。一番最初

の協議会のときに、利用者部会の谷口部会

長もおっしゃられていましたが、やはり公

共交通、公共という立場においては、あれ

も欲しい、これも欲しいという声というの

は非常に多いというふうに我々も認識して

おります。欲しいという声は、当然潜在需

要としてあるということは認識しているの

ですけれども、欲しいという声と実際の利
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用が結びつかないということも、また一つ

事実です。それは谷口部会長のお言葉をお

かりすると、とある学術では、１０％程度

しか利用がないなんていうお言葉もあった

かと思います。肌感覚でも、実際にこの間

いろいろな新しい路線を敷いても、なかな

か狙ったとおりの需要が伴ってこないとい

うのは、我々事業者は恐らく大なり小なり、

どの会社でも似たようなことを思っている

のではないかなという現状がございます。 

その中で持続性を保つために、新しく敷

いた路線を何とか収支を保とう、上向きに

していこうというふうにすると、既存で大

きなバスが走っているような路線で、比較

的需要があるようなところに少し寄せてい

く。あるいは、行きたい先がどうしても一

緒になるので、結果的に路線が寄っていっ

てしまうということになりますと、新しく

やった路線は維持できるかもしれないので

すが、その一方で、既存で走っていた、先

ほどの階層で言うと、上の階層にある既存

の路線バスの利用者が減ってしまって、そ

ちらが減便になるなんていうようなことも

起きかねないのですね。既存の路線バスを

やっている会社は、非常にネットワークを

多く持っている会社が多いですから、一部

の黒字の路線をもって、内部補助でローカ

ルの路線を維持するなんていうこともして

いますので、それができなくなってくると、

まためぐりめぐってローカルの路線がなく

なってしまうということにもなりかねない。 

ですので、余り事業者の都合だけで、あ

れやこれや規制枠をはめて、この範疇の中

で考えてくださいということも言いたくは

ないのですけれども、そういう事情がある

ということは、せっかくの場ですので、皆

さんで共有ができればいいのかなというふ

うに思っています。答えになっているかど

うかわかりませんが。 

○鈴木委員 ありがとうございます。今の

ご説明をいただいて、すとんと落ちる部分

もあるのですが、そういった流れの中で、

例えば人手不足というのは、もちろんバス

事業だけではないと思うのですが、特に顕

著にあらわれている事業だと思うのです。

そういったときには、例えば募集広告とか

養成とか、そういったものも含めて、そこ

に税金を多少投入できるのかどうかとか、

そういったことで考えていくというのも、

一つの案なのかなというふうに思ってみた

りとか、もう一つは、公共交通という話な

ので、こういった計画をつくれば、この計

画どおりやらなくてはいけないのだよとい

うふうに、過去であれば、そういう考え方

というのは当たり前だと思っていたと思う

のですが、私たちも若干その辺は変わって

きていまして、計画をつくってやったけれ

ども、すぐやめられるというのではなくて、

例えば半年なり１年なり、社会実験という

形でやった上で、それが成功するのであれ

ば計画どおりでいいですねと。ところが、

社会実験をやったときに、これはなかなか

難しいねと。地域の人も全然乗ってくれな

いじゃないのという話になれば、それは税

金を投入しても１年間で撤退するしかない

よねということで、バス事業者さんには１

年間の赤字分を補てんするという形なりを

させていただくとか、そういった可能性を

探っていくというのも一つの考え方なので

しょうかね。それはいかがでしょうか。 

○岡村部会長 これは事務局がいいですよ

ね。 

○交通対策課長 ご意見ありがとうござい

ます。これまでの計画というのは、路線を

示しただけで、しっかりとそれを検証した

りとか、ＰＤＣＡサイクルを組むような流

れになっていませんでした。それをしっか

り改めて、今、委員からご発言があったと

おりに、やはり検証しながら、それを次の

施策に生かしていく。次の展開に生かすと

いうことをちゃんとやり続けていくことが

大事だと思っていますので、それについて

は今発言のあったとおり、そういった仕組

みを今回の計画の中にも盛り込んでいけれ
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ばというふうに考えております。 

○岡村部会長 ありがとうございます。次

の議事の５番も見据えてということであり

ますが、このタイミングで何かご発言がご

ざいますか。 

○長澤委員 区議会の長澤興祐です。 

今、鈴木委員からもお話があったのです

けれども、６ページの資料２の「多様な交

通手段の活用について（案）」、今現在で

案なのですけれども、ここの実証運行の実

施、評価・見直し、この評価とか期間的に

見ているというのは、大体どれぐらいをイ

メージしてやるのでしょうか。 

○事務局 具体的には地域に入ってという

話になるかと思うのですけれども、葛飾区

で結構社会実験とかやっておりまして、そ

こでは３カ月だったり、６カ月だったりと

いうところで、ただ余り短いと定期利用者

さんが乗り換えてくれないというところも

ありますので、６カ月以上はやったほうが

いいというお話は聞いております。 

○長澤委員 先生、一般的にはどれぐらい

やるものなのでしょうか。 

○岡村部会長 これもいろいろです。実証

運行の手前の本当のお試しで、例えば週３

回で２週間ぐらいやってみて、期間はそれ

で切ってしまって、その後住民の方にじっ

くり話を聞いて、また半年後にもう一回と

いう非常に規模が小さくやる場合もありま

すし、半年、１年やって検証していくよう

なものもあって、恐らくここに書いてしま

うと、どんなスケールのものも全部一緒に

なってしまうので、多分避けられたのかな

ということをちょっと思いました。なので、

多様というのがお答えです。 

○長澤委員 まさにおっしゃるとおりで、

場所、場所によって全然違うかと思うので

すけれども、この①～⑤までの段階で、か

なり煮詰めて計画をしていただいているの

で、実証運行との乖離は余り出ないかなと

は思うのですけれども、よくあるパターン

で、例えば交通に関係なく橋を通すとか道

路を通すといった話が出たときに、計画が

あったのに、一回走らせたのにやめてしま

うと、今度は逆に、走ったのになくなって

しまった、不満度が逆に上がってしまって、

交通不便地域がさらに強くなってしまうの

ではないか。こういったことがあるので、

そこは丁寧にやっていかないといけないと

思いますので、一言。 

それと、こういったことをやるときに、

例えば最初、できたから皆さん乗ってくだ

さい、乗ってくださいと。そのときだけ熱

が上がって、実態に伴わない数字が出てし

まうのではないかというのはちょっと懸念

しているので、そういったことも今後ぜひ

スキームの中に検討していただければと思

います。 

○交通対策課長 ありがとうございます。

地域に入ってこういったことをやることは、

そういった交通になれてもらう、乗っても

らうということをＰＲしていく、前回もお

話ししましたけれども、モビリティマネジ

メントの一環だというふうにも考えており

ますので、地域の皆さん方にそういった交

通があることを理解していただいて、積極

的に利用していただいて、展開してもらう。

そういったライフサイクルといいますか、

そういったことの展開まで動けばいいなと

いう思いもございます。 

ただ、どれだけの人がそういった形で展

開されて行くのかというのは、まだわから

ないところもありますので、これについて

は我々も地域に入って研究を進めながら、

いろいろと考えていければというふうに考

えております。 

○岡村部会長 よろしいですか。資料２の

６ページは、今日の段階では、案というよ

りも素案に近いようなところで、言い出す

といろいろあるのですよ。⑧で本格運行と

いったら、そういうことを何もしないのか

というふうに読めてしまうけれども、本当

はそんなことは当然なくて、本格運行して

からも、組織があって、毎日どれぐらいお
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客さんが乗っていますと。こんなふうにダ

イヤをかえたほうがいいのではないか、い

やいやというようなことを継続的にやる組

織ということが多分想定されているだろう

と思うので、これはあくまで案というか、

今までこういう組織はないですよね。なの

で、ないところをつくるということ自体が、

かなり大きな話かなというふうに、お聞き

していて思いました。 

そうしますと、５及び６の中でまたご発

言をいただくということでよろしいですか。 

次に、「改定計画の基本方針・目標（素

案）について」、事務局からお願いいたし

ます。 

○事務局 次第５、「改定計画の基本方針・

目標（素案）について」、ご説明させてい

ただきます。本編資料の最後の８ページを

ご覧ください。 

足立区基本構想で目標とする将来像「協

創力でつくる 活力にあふれ 進化し続け

るひと・まち 足立」、また将来像の実現

に向けた４つの視点、「ひと」、「くらし」、

「まち」、「行財政」をもとに、当計画の

目標等の素案を作成いたしました。 

基本目標の「ひと」の視点では、「自ら

選択した、個人にとっても社会にとっても

望ましい移動手段で生活する「ひと」を育

む」。 

「くらし」の視点では、「多様な人々の

移動実体に即した交通サービスを提供し、

質の高い「くらし」を実現する」。 

「まち」の視点では、「駅や拠点へのア

クセス向上や、交通不便地域の改善を図り、

気軽に外出できる「まち」を築く」。 

「行財政」の視点では、「行政サービス

のあり方や区民・交通事業者・区等の役割

を明確化し、持続可能な交通環境を整え

る」としました。 

この目標を実現するための４つの柱のも

と、当計画の目指すべき姿としては、「多

様な人の移動を支える交通環境の整った

「まち」足立」としました。 

各目標を実現するために、どういった施

策がイメージできるかを一番下の段に記載

しております。 

 施策の検討は、今後の検討内容になって

くるかと思いますが、各目標がどういった

施策をイメージできるかを参考に記載して

おります。 

目標の素案の説明については以上になり

ます。 

○岡村部会長 ということで、これは基本

方針ということでございます。この資料４

はいかがでしょうか。 

○いいくら委員 資料４の素案の「目指す

べき姿」の中で、「多様な移動を支える交

通環境の整った「まち」足立」ということ

で出ているのですけれども、「区民・地域・

事業者・団体・行政が一丸となって地域課

題を解決する力「協創力」により、利用者

本位の交通環境を整える」ということで、

今日は事業者さんが来ているわけなのです

けれども、事業者さんというのは、本来の

思いと収支ということが相反する形になっ

てくると思うのですが、事業者さんはある

程度もうけてもらわなくちゃいけない、私

なんかはそう思っている中において、ここ

の素案の中の「事業者さんも一体となって

地域課題を解決する」という意味合いとい

うのは、そもそも足立区は昨年度から協創

力ということで、基本理念、基本構想で、

協働でしたら何となくわかるのですけれど

も、協創という概念の中において、事業者

さんも解決するということは、ここに痛み

を伴うとか、そういう意味合いがちょっと

入っているのかななんて私自身は話を聞い

て思ったのですけれども、区のこの素案に

ついて、どのような意味で並列で書かれて

いるのか、その辺の意味合いをちょっと教

えていただきたいと思うのですけれども。 

○事務局 交通事業者さんにおかれまして

は、サービス向上を図るために事業者さん

同士で連携をとって、例えば乗り換えサー

ビスとか、そういうことで利用者が増えて
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いくことにつながれば、利用者さんにとっ

てもメリットになるかと思いますので、一

緒に協力して公共交通を維持、強化してい

くというところに取り組んでいきたいとい

うふうな形で記載させていただきました。 

○いいくら委員 ぜひとも事業さんも喜ん

で中に入っていただけるようにしっかりと

言った上での形にしないと、利用者本位と

いう形になってくると、いろいろな思いと

いうのは利用者さんは思ってくるのだろう

と思います。その中において、矢面に立っ

てしまう事業者さんの話になった場合に、

利用者さんにもメリットがある中において、

こういう中に入っていろいろな意見が言え

るように、足立区としましてもそこら辺の

ところをうまく手配していっていただきた

いなと、私は聞いていて感じましたので要

望しておきます。 

○岡村部会長 ほかはどうでしょう。 

○鈴木委員 申し訳ございません。同じ８

ページの一番右の一番下のところなのです

が、「施策イメージ」の（２）「区民、交

通事業者等の役割検討」とあって、「自家

用車から公共交通への転換」、これはよく

わかるのですが、その次の「交通事業者や

多様な事業主体との連携」というのは、ど

ういう一般的なものを想定されているのか、

ちょっとお尋ねしたいのですが。 

○交通対策課長 本編の資料の６ページの

地域の組織体のところでも記載されている

のですけれども、地域が組織を立ち上げと

いうところの中で、６ページの赤い四角の

中に、地域としては「区民、企業、医療機

関、福祉関連施設、大学、ＮＰＯ等」とい

うことで記載させていただいております。

地域の資源をどうやって生かしていくかと

いうところをターゲットにしておりますの

で、ただ単純にバスとか交通にかかわる事

業者だけではなくて、地域の方々、その地

域に根差している企業とか、ほかの事業者

さんたちが、どうこの交通を維持するため

にかかわっていってもらえるかといったと

ころも含めて考えていきたいということで、

先ほどの施策のほうの中身についても触れ

させていただいているところでございます。 

○鈴木委員 そうしますと、（２）は「区

民、交通事業等の役割検討」の「交通事業

者等」というところが、企業や医療機関や

大学、ＮＰＯというような意味でよろしい

のですか。 

そうしますと、黒ポツの２番目で「交通

事業や多様な事業主体との連携」というと、

主語が区民から見てというふうに思えるの

ですね。その位置づけというのがわかりづ

らいというのが１つと、もう一つは、先ほ

どのいいくら委員さんではないのですが、

交通事業者はここにお集まりですけれども、

その方たちに、もう少し踏み込んでお願い

することがあるのかなとか、その辺がちょ

っと疑問なのですね。というのは、今でさ

えいろいろご迷惑とか、いろいろご協力を

いただいているものがあるのに、もっとも

っと踏み込んで連携をするということはど

ういうことかなというふうに、逆にまた思

ってしまったので、お願いします。 

○交通対策課長 ありがとうございます。

今回このペーパーでお示しさせていただい

たのは、全体の流れとして施策イメージま

で書いたほうが、ある程度ご理解が深まる

かなということで書いています。ただ、か

なり要約して書いているところがございま

すので、今後につきましては、今委員のご

発言があったとおり、もう少しわかりやす

く表現をさせていただくように、事務局の

ほうで改定して、全体の施策イメージがわ

かるような形で記載をさせていただきたい

と思いますので、次回以降までちょっとお

待ちいただければと思います。 

○鈴木委員 そうしますと、「区民・交通

事業者等の役割検討」ということなので、

区民の役割はこうですよ、「交通事業者等」

ですから、例えばＮＰＯだとか大学だとか

医療機関は、こういう役割を検討してもら

いたいというようなところがわからないと、
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こんなのは無理だよという話なのか、それ

ともこの程度だったらというふうになるの

か、その辺が出てくるのかなというふうに

思うのですが。 

○交通対策課長 これまでも行政側と区と

事業者の役割をはっきりしていきましょう

よというお話をさせていただいております

ので、これについては次回以降、どういっ

た役割分担をしていくのか、どういった役

割になっていくのか、そういったことも含

めてお示ししていきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

○岡村部会長 ほかはいかがでしょうか。 

済みません。私から、小さい点を２つ。 

「目指すべき姿」、これはこのとおり、

「協創力」という言葉も入れてほしいと思

っております。利用者本位というのは、そ

のとおりなのですけれども、利用者って何

だということを言い出すと実は難しくて、

バスの利用者、タクシーの利用者、鉄道の

利用者って、手段が決まって乗っている人

が何となく利用者なのですけれども、要は

移動する人なのですよね。何で移動してい

るかわからないけれども、移動する人が主

体なので、どう言ったらいいのかなかなか

難しいのですけれども、地域に寄り添って

ほしいとか、そういうような意味で結果的

に利用者本位になっているということなの

で、利用者本位という言葉に誰も文句を言

う人はいないのですけれども、趣旨として

は地域本位とか、移動する人本位というふ

うに読んでほしいと思って、いい言葉があ

ればちょっとご検討くださいというのが１

つです。 

もう一つ、「施策イメージ」の「まち」

のところの下にある、地域で組織をつくり

たいというのがあって、多分それがここに

出てきたということで、資料の６ページで

言うと、地域でいろいろ検討していくとい

うことなので、考えるというと、考えるこ

とが目標というか、ゴールみたいにちょっ

と思えてしまうところもあるので、地域交

通をつくって、それをずっと使い続ける、

維持するというようなイメージのものを恐

らく６ページでは想定しているので、そん

な名前にもなるのかなと思ったので、まだ

仮称なのでいいのですが、これもご検討い

ただけるといいかなと。整合がとれるかな

と思うということでございます。 

ほかはどうでしょう。こういうところだ

と、前後との整合というあたりが実際には

かなり重要になってくるので、そういう読

み込みをしていただいていると思いますが、

そこでお気づきの点があれば、今のうちと

いう感じでしょうか。幾ら要約というか、

重要なところだけとは言いつつ、抜けとか、

ちょっとダブっているのではないかという

のがあればですが。 

今日の時点では、今言われた意見を反映

するということでよろしいですか。―あ

りがとうございます。 

そうしますと、５まで終わったというこ

とでよろしいですか。その後、事務局は何

かご用意をされていますか。 

○交通対策課長 ないです。 

○岡村部会長 そうしますと、半までとい

うことで、おおむねということでございま

すが、６「意見交換」というのがあります。

４までのところで切ってしまいましたので、

何かご発言があれば、ぜひいただければと

思います。どうでしょうか。 

○鈴木委員 何度も済みません。 

先ほど人手不足というところで、特に私

たちも真剣に考えなくてはいけないという

ふうに思っているのですが、例えば同じ交

通という関係でいくと、今日はＴＸさんは

いらっしゃっていますけれども、メトロさ

んとか東武さんとか鉄道関係の方は少ない

のですが、例えば運転手さんなり、そちら

は車掌さんがいらっしゃるかもしれません

けれども、運転手さんは若い世代がなかな

かバスのほうは難しい。ところが鉄道は大

丈夫だというか、そちらも厳しいのかどう

かという点が１つ。 
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それからもう一つは、何かヒントがあっ

て、バス事業者さんのほうも、これだった

ら何とか可能だとかという、金額的なもの

が一番大きいのかもしれませんけれども、

その辺も含めて教えていただきたいという

のが１つ。 

もう一つは、今バス路線を交通不便地域

だけに限って議論はしていますけれども、

例えば長い距離のバスだから、なかなか採

算性が難しい。もう少し短くして、例えば

最寄りの駅までとかいうところであれば、

もっとコンパクトにできるのかなというと

ころがあったときに、例えばＴＸさんであ

れば青井とか六町駅にもっと集中させてと

か、逆にメトロのほうも北綾瀬駅が始発化

になったりとかで、少子化といっても高齢

者や何かもたくさんいてという話かもしれ

ませんけれども、しかしまだ数年以上は混

雑度はなかなか解消できなくて、むしろ混

雑度が増すという予想もされているわけじ

ゃないですか。その対策としては、バスの

路線網と鉄道がそれをカバーし切れるかど

うかというか、今でも積み残しと言ったら

変な言い方なのかもしれませんけれども、

青井駅ではなかなか乗り切れないという話

も出ているので、その辺も含めてお尋ねし

たいのですが。 

○岡村部会長 人手不足の件と、幾つかご

ざいましたが、ご回答できることで。たま

たまつくばエクスプレスということでご指

名もあったので、済みません、お願いしま

す。 

○工藤委員 本日、若干遅参いたしまして

申し訳ございません。つくばエクスプレス

の工藤と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

まず人手不足のほうなのですが、６月７

日に弊社は中期経営計画を発表させていた

だいて、運行利益のほうは順調でございま

すので、採用募集に関して欠員が出るよう

な状態ではなく、募集して必要な人員とい

うのは集まって、予定どおりの採用という

のはできている状態ではございます。 

ただ、中小企業というか、始まってまだ

１０何年の会社でございますので、運転手

の数に余裕があって、みんながゆとりを持

って運行できるかというと、このところダ

イヤ改正等で増発もしておりますので、ま

だもう少し運転手の数というのは、これか

らも増やしていきたいという状況でござい

ます。 

なので、人手不足に関しては、予定どお

り採用はしているけれども、理想を目指す

のであれば、もうちょっと運転手は増やし

ていきたい。そういったところはバス事業

者さんと同じように、やはり若手が不足し

ているので、弊社の課題としてやっていき

たいという状態でございます。 

また、青井、六町の混雑に関しましては

年々増えておりまして、見送らないと乗れ

ない方がいらっしゃる混雑の解消というこ

とは、常に弊社の最優先課題として考えて

いるのですが、次年度以降に、今現在、朝

ラッシュ時の１時間が２２本なのですけれ

ども、それをまず２５本まで増発をすると

いうことは既定路線で進めております。た

だ、その先になりますと、まず２５本にし

たことで、今混雑度が１６５％になってし

まっているところが何％まで減らせるか、

そういったことを検証していきながら、さ

らなる次の策、いろいろな要望もいただい

ております。それをどう対応していくかと

いうのは、まず２５本化事業の効果を見つ

つ、今現在も検討を進めているところでご

ざいます。 

バスから、交通でこの区を横断してほか

に出ていかれる方、特に青井、六町の問題

というのは、私ども重要課題として認識し

ておりますので、今後もこういった場でご

意見をいただきながら考えていきたいと思

っております。まずは２５本の事業という

のは今進めておりますので、この場ではな

い場所になるとは思いますが、経過報告を

させていただければというふうに思ってお
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ります。このようなところでよろしいでし

ょうか。 

○鈴木委員 バスの短い路線とかというこ

とは。 

○岡村部会長 バス事業者さんがお答えし

やすいかどうかですが……。この後、お願

いをして、例えば資料４の８ページでは、

「まち」の下に書いてある「施策イメージ」

の（１）「バス路線の再編」というのは、

方策としては考えるということで区として

は出していただいたと私は認識していて、

ただ具体的に、どの地域がその優先順位な

のかとか、そういうところは現状ではデー

タ化できるほど何も検討ができていない、

多分そうなのかなというふうに思っている

ので、一般論としてはそういうことはあり

得るけれども、現状でどこがあるのかとい

うのは、なかなかこの場で言えることは少

ないのかなというふうには思っていますが、

事業者さんから何かありますか。 

○上田委員 たびたび済みません。京成バ

スでございます。 

ご質問がありました、距離が短いほうが

いいのか悪いのかというところなのですが、

事業者の立場だけで申し上げますと、当然

ながら距離が長い系統に、例えば１時間３

本走らせようとする場合と、短い路線で同

じく１時間に３本走らせようとする場合、

投入すべき車両と乗務員の数というのは、

距離が短いほうが回転がききますので、よ

り少ない原資で便数サービスを提供できる

ということは、一般論としては間違いない

ところかと思います。 

ただ一方で、そこに移動のニーズがマッ

チしているかどうか。これが非常に重要に

なってきますので、すべからく最寄りの駅

だったりでニーズが満たされているのかど

うかというところをあわせますと、もう一

方で、駅前広場だったりとか、バス停の環

境ですね。折り返しに適した施設があるか

どうか。こういったところも見ながら、路

線を組んでいくということが必要になって

きますので、必ずしもそのとおりにならな

いというのが現状でございます。 

○岡村部会長 ありがとうございます。 

再編と言い出すと、なかなか難しいので

すけれども、先ほどあったとおりで、幾ら

今赤字でも、なくしてしまったらお客さん

は確実に減って、一方で増やそうとすると

増えるかどうかわからないという話が、本

質的なところなのですね。なので、なかな

か厳しいと言いつつ、はるかぜを維持いた

だいているのは、なくなったらゼロになっ

てしまうので、積極的な処遇なのかはとも

かく、維持をしていただいているのですけ

れども、中期的に見たときには厳しいのは

事実ですので、これはどちらかというと短

期というよりは中期の話をしているので、

これも一般論ですけれども、バス路線の再

編ということも方策の念頭に置きつつ、先

ほど出てきた新たな交通手段を考えるとい

うところかなというふうには、今日聞いて

いて思っているところです。 

○佐久間委員 新日本観光の佐久間です。 

今のお話と同じなのですけれども、はる

かぜでも不採算路線とか本数の少ないとこ

ろ、こういったところを今回のバスにかわ

るものにあわせて検討していただければ、

その分、今の京成さんのお話ではないです

けれども、乗務員とかバスがもっと増やせ

るところに投入できる。 

ですから、今回見直しする中で各事業者

で、少しはるかぜでも減らして、バスにか

わる、見直すところに一緒にミックスして

検討していただいても、逆に本数をもっと

増やせるところが出てくる可能性も十分に

あるので、今走っているはるかぜの中でも、

弊社もあるのですけれども、本当に少ない

本数のところ、これが乗務員からもすごく

不評なのですね。ほとんど乗っていないよ

と。それでバスと人を投入しているわけで

すから、その分もっと乗るところに投入し

て、そういったところをバスにかわるもの

で検討したほうが、効率がよくなるのでは
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ないかという話があります。以上です。 

○岡村部会長 今のようなことは、この総

合計画の中で具体的にできるかどうかわか

らないけれども、それに基づいた個別計画

では、これは恐らくやっていくのかなと思

っております。 

ほかはいかがでしょうか。 

○いいくら委員 資料請求の中で資料が出

てきて、机上配布された「はるかぜ乗車人

員の推移について」の１２ページなのです

けれども、この数字を読みほぐすと、人数

が少ないところはあれなのですけれども、

シルバーパスを利用されている方の比率が

多いところの収支というのは、これで見る

と悪くなっているのかなと読めるのですけ

れども、ここら辺の判断というのは、区と

してどのような形で認識されているのです

か。 

○事務局 シルバーパスの利用者が増えま

すと現金収入が減りますので、その分採算

性が低くなるという形になるかと思います

けれども、これ以外にシルバーパスの運賃

保障が各事業者さんに入っているかと思い

ますので、そこで数字がどうなってくるか

というのは、ちょっと足立区ではわからな

い部分になります。 

○いいくら委員 確認なのですけれども、

この数字はシルバーパスに対する収入とい

うのですか、別のほうから入っていないと

いうことでよろしいのですね。 

○事務局 入っていない想定でグラフ化し

ています。 

○いいくら委員 わかりました。ありがと

うございます。 

収支のほうは出せる範囲内の形でお願い

したいのですけれども、１２ページを見ま

すと、人員ということで、私も立ち上げの

ときはいろいろな部分で理解しているので

すが、ご高齢の皆様方がドア・ツー・ドア

という部分においては、比率が高いところ

は地域にしっかりなじんでいるのかなとい

う部分では、地域の砦みたいな形になって

いるのかなということで、そういう部分に

おいては安心しました。 

○岡村部会長 ありがとうございます。 

おおむね時間ということでございますが、

あとは事務連絡を事務局からお願いいたし

ます。 

○交通対策課長 岡村部会長、ありがとう

ございました。 

 事務局から今後の日程についてご連絡さ

せていただきます。 

 次回の会議ですけれども、第３回協議会

を９月１２日（水曜日）の午後２時から予

定しております。部会員の皆様には近々に

開催通知をお送りいたしますので、ご確認

いただきますよう、よろしくお願い申し上

げます。 

 ご報酬をお受け取りになる方で口座振替

依頼書をまだご提出いただいていない方は、

大変お手数ですが、受付におります事務局

職員までお声かけいただき、ご提出をお願

いいたします。 

 また、本日会場にお車でお越しの方は、

駐車券をお渡ししますので、これも受付に

て職員にお声かけ願います。 

 本日は大変お暑い中、お忙しい中お時間

をいただきまして、本当にありがとうござ

いました。これで部会は終了とさせていた

だきます。お忘れ物なきよう、お気をつけ

てお帰りください。本日はどうもありがと

うございました。 


